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介護保険制度が変わります！
Vol.2　平成30年4月から改正された内容について

介護保険施設に「介護医療院」が創設されました

　高齢化が進み、介護と医療の両方を必要とする方が増えています。そういった方々が、より安心して

過ごせる場所として考え出されたのが「介護医療院」です。

　利用者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活で必要な介護や機能訓練」の２つのサービスを

提供する施設です。

「共生型」サービスが創設されました

　介護保険と障害者福祉の両方を担う「共生型サービス」が創設されました。

　これにより、これまで別々の事業所でサービスを受けていた高齢者と障害者が１つの事業所でサービ

スを受けられるようになります。

介護保険制度に関する問い合わせ先　　住民福祉課健康介護班　℡６４−１４７２

☆特徴
　・「生活の場としての機能」を兼ね備えている

　・日常的に、長期療養のための医療ケアが必要な重介護者を受け入れる

　・ターミナルケア（終末期医療）や看取りも対応

☆種類
　　介護医療院は、対象とする利用者の状態によって、次の２種類に分かれます。

　　○Ⅰ型：長期にわたる療養が必要であり、

　　　　　　①重篤な身体疾患を有する人

　　　　　　②身体合併症を有する認知症高齢者など

　　○Ⅱ型：Ⅰ型以外の人

※対象となるサービスは「訪問介護」「通所サービス」「地域密着型通所介護」「短期入所生活介護（予防を含む）」

　「小規模多機能型居宅介護」です。
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　村では、皆さんに安全でおいしい水をお届けするために、定期的

に水質の検査を行っています。

　下表が今年３月に家庭の蛇口から採取した水の水質検査結果です。

実施した26項目すべてが基準に適合していて、安心・安全な水です。

　詳しい検査結果は村のHPで紹介しています。

【水道に関する問い合わせ先】

　　建設環境課水道環境班　☎６４－１４７９

第60回水道週間　6/1～6/7

あたりまえ そんなみずこそ たからもの


